
長野県本人確認情報保護審議会 会議録 

 

 

〇 日  時  令和３年２月５日（金）午前１０時３０分～午前１１時３０分 

 

〇 場  所  長野県庁 西庁舎 301 号会議室（Web 会議） 

 

〇 出席委員  柳澤修嗣委員、髙野尾三穂委員、和﨑克己委員、向井はる香委員、 

        小林俊夫委員、清水恵子委員 

 

〇 県出席者  須藤俊一市町村課長、今井洋幸情報政策課企画幹ほか 

 

〇 内  容 

 

 １ 議 事 

（１） 会長の選任等について 

（２） 本人確認情報の県事務利用状況について 

（３） 県における住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策（監査報告）に

ついて 

（４） 本人確認情報の利用拡大とセキュリティ対策について 

 

 ２ その他 

（１） 市町村における住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（司会） 

 定刻となりましたので、ただいまより、「長野県本人確認情報保護審議会」を開催させて

いただきます。 

 それでは、開会に当たりまして、須藤市町村課長から御挨拶を申し上げます。 

 

（須藤市町村課長） 

 市町村課長の須藤でございます。本日はお忙しい中、審議会に御出席いただきまして誠に

ありがとうございます。 

 住基ネットは平成１４年８月の運用開始から１８年半が経過しましたが、全国的にも大

きなセキュリティ事故というものがなく、安定稼働を続けているところでございます。 

 こうした中で、本人確認情報の利用状況につきましては、住基ネット運用開始から一貫し

て増加してきており、国の行政機関等においては、平成１４年度の年間約６３０万件の利用

が、平成３０年度には年間約１３億件に増加しております。 

長野県につきましても、パスポートの申請ですとか、県税の賦課徴収といった事務におき

まして使用しておりますが、令和元年度には、年間で約１４万件の利用がありまして、住民

の皆さんの利便性の向上と行政事務の効率化に大きく寄与している状況でございます。 

 今後、行政のデジタル化の推進による、様々な分野での電子申請の増加や、マイナンバー

カードの健康保険証の利用、運転免許証の一体的な運用も計画されており、本人確認情報の

利用はいっそう拡大していくことが予想されております。 

このように、住基ネットの重要性がますます高まる中で、本県としても引き続きセキュリ

ティ対策に万全を講じてまいりたいと考えております。 

 委員の皆様におかれましては、本人確認情報の保護の観点から、貴重な御助言や御指導賜

りますようお願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

（司会） 

 本日は、６名の委員の皆様全員に御出席いただいておりますので、「住民基本台帳法に基

づく本人確認情報の保護に関する条例」第８条第２項の規定によりまして、審議会は成立し

ていることを御報告いたします。 

 本日は、皆様に昨年３月に委員に御就任いただいてから初めての会議になりますので、皆

様から自己紹介を頂戴したいと存じます。 

 お手元にお配りしております名簿の順番に従いまして、柳澤委員より順にお願いいたし

ます。 

 

（委員自己紹介） 

 



（司会） 

 委員の皆様ありがとうございました。 

 次に、本日出席しております県の職員を紹介いたします。 

 

（事務局自己紹介） 

 

（司会） 

 それでは、次第の３、議事ということで、審議会の会長の選任をお願いしたいと存じます。 

 参考資料の２ページを御覧ください。条例第７条第１項のとおり、本審議会に会長を置き、

委員が互選すること、と規定されております。 

 会長の選任につきまして、御意見がございましたら御発言をお願いします。 

 

（小林委員） 

 個人情報の保護に高い見識をお持ちで、県の個人情報保護審査会の会長も務められてい

る柳澤委員が適任かと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（司会） 

 ただいま、小林委員から、柳澤委員が会長に適任ではないかとの御発言がありましたが、

皆様いかがでしょうか。 

 

（委員全員） 

 ※異議なし 

 

（司会） 

 ありがとうございます。異議がございませんので、柳澤委員に会長をお願いすることに決

定いたしたいと思います。 

 恐れ入りますが、皆様の拍手をもって御賛同をお願いします。 

 

（委員全員） 

 ※拍手 

 

（司会） 

 ありがとうございます。 

 それでは、柳澤委員から一言御挨拶をお願いいたします。 

 

 



（柳澤会長） 

 柳澤でございます。委員の皆様のお力を借りまして、会長としての任務を全うしたいと思

っております。微力ではございますけれども、何卒よろしくお願いいたします。 

 

（司会） 

 ありがとうございます。 

 それでは、これ以後につきましては、条例第８条第１項の規定によりまして、柳澤会長に

議長をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

（柳澤会長） 

 続きまして、会長職務代理者の指名を行います。 

 条例第７条第３項におきまして、会長が会長職務代理者を指名することとされておりま

すので、私が指名を行います。 

 前の第８期において会長職務代理者を務めていただきました和﨑委員に、引き続きお願

いしたいと思います。和﨑委員、よろしいでしょうか。 

 

（和﨑委員） 

 お引き受けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（柳澤会長） 

 それでは、和﨑委員に会長職務代理者に就任していただきます。和﨑委員、よろしくお願

いいたします。 

 

（和﨑委員） 

 よろしくお願いいたします。 

 

（柳澤会長） 

 また、以後の議事についての公開・非公開の扱いですが、条例第８条第４項の規定により

審議会は原則公開としており、本日の会議についても全て公開とする予定です。 

 しかし、セキュリティ対策の詳細に関する内容についての議論となり、本人確認情報の保

護を図る上で支障があると認められ非公開とする場合には、その都度委員の皆様にお諮り

して決定してまいりたいと思いますので、御了承願います。 

 それでは、議事の（２）「本人確認情報の県事務利用状況について」説明してください。 

 

（事務局） 

 資料１に基づき説明 



（柳澤会長） 

ただいまの御説明いただきました内容等に関しまして質問、御意見等がございましたら

お願いいたします。 

よろしいでしょうか。それでは、この件について、了承とさせていただきます。県におい

ては、引き続き適切に事務利用を行っていただくようお願いいたします。 

次に、（３）として、「県における住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策（監

査経過報告）について」、事務局から説明してください。 

 

（事務局） 

 資料２に基づき説明 

 

（柳澤会長） 

ただいま御説明いただきました内容等に関しまして、質問、御意見等をお願いしたいと思

います。 

よろしいでしょうか。特に質問等ありませんので、この件について、了承とさせていただ

きます。県におきましては、引き続きセキュリティ対策の向上に一層努めていただきますよ

うお願いいたします。 

 次に、（４）として、「本人確認情報の利用拡大とセキュリティ対策について」、事務局か

ら説明してください。 

 

（事務局） 

 資料３に基づき説明 

 

（柳澤会長） 

ただいまの御説明いただいた内容等に関しまして、質問、御意見ありましたらお伺いした

いと思います。いかがでしょうか。 

 和﨑委員お願いします。 

 

（和﨑委員） 

 資料３－１の３ページ目、「３ 新たに本人確認情報を利用する事務について」の（１）

事務内容のところで、「職員の児童手当又は特例給付の受給資格を…」と記載がありますが、

この「職員」の範囲はどういったものでしょうか。 

 

（事務局） 

長野県職員が対象となっております。 

 



（和﨑委員） 

 例えば、大学であれば、常勤や非常勤など契約形態がいろいろありますが、そういったも

のも含めて県と雇用関係がある人はすべてここに言う「職員」に当たるのか、あるいは、常

勤職員のみでパートは除くとか、何か定義のようなものはあるのでしょうか。 

 

（事務局） 

定義ということで申しますと、県の常勤の職員が対象となっております。非常勤の職員に

つきましては、別途確認事務を行っております。 

本県では、手当の申請等をシステムで行っており、今回の事務は、その際に、マイナンバ

ーを利用して情報を取得するものでございまして、そのシステムを利用できるのが常勤職

員のみとなっております。 

 

（和﨑委員） 

わかりました。ありがとうございます。 

 

（柳澤会長） 

他にございますか。 

 私からよろしいでしょうか。資料３－２の「住基ネット利用事務の拡大に伴うセキュリテ

ィ対策について」の運用面で職員に対して研修会を行っているとありますが、この講師はど

のように選定して研修を行っているのでしょうか。 

 

（事務局） 

講師は市町村課の職員が担当しております。 

 

（柳澤会長） 

わかりました。 

その他に質疑等ございますか。 

よろしいでしょうか。それでは、この件につきまして、了承とさせていただきます。県に

おきましては、引き続き適切に事務利用を行っていただきますようお願いいたします。 

以上で議事は終了いたしました。 

次に４のその他の報告事項となります。 

（１）の「市町村における住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策につい

て」、事務局から説明してください。 

 

（事務局） 

 資料４に基づき説明 



（柳澤会長） 

 ただ今御説明いただきました報告事項の内容等につきまして、質問、御意見等はございま

すか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、本日予定された内容は全て終了いたしました。委員の皆様におかれましては、

円滑な進行に御協力いただきましてありがとうございました。 

 次回の会議の開催につきましては、来年度のしかるべき時期に御連絡いたします。 

 以上で本日の会議を終了させていただきます。ありがとうございました。 


